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１労働問題について相談－県の窓口－
電話 利用時間０１２０－４５０－３５５ 月～金曜日（祝日・年末年始を除く）９：００～１８：０００７４２－２６－６９００ 毎月第１、第３土曜日１３：００～１７：０００７４５－２２－６６３１ 毎月第２・４土曜日１３：００～１７：００

●　労働争議の調整
●不当労働行為の救済
●個別労働紛争のあっせん●　委員による労働相談会

奈良県中小企業労働相談所　奈良県産業・雇用振興部雇用政策課では、中小企業労働相談所を設けて、労働相談を実施し、賃金、労働時間などに関する労働問題全般についての相談に応じています。名称 所在地中小企業労働相談所 奈良市西木辻町３４３番地１（奈良県社会保険労務士会館３階）北和地区中小企業労働相談所 奈良市西木辻町９３－６（エルトピア奈良内）中和地区中小企業労働相談所 大和高田市西町１－６０（エルトピア中和内） 奈良県労働委員会　労働委員会は、労働組合法によって国と都道府県に設けられた、労使間のトラブルを解決するための行政機関（行政委員会）です。お問い合わせ 所在地奈良県労働委員会事務局　０７４２－２０－４４３１（電話）　０７４２－２３－３５３０（FAX）　　ホームページアドレス　　http://www.pref.nara.jp/1704.htm 〒６３０－８１１３奈良市法蓮町７５７奈良県奈良総合庁舎内
 労働組合と使用者の間で紛争が生じ、自主的に解決することが困難な場合、経験豊かな「あっせん員」３人（公益委員、労働者委員、使用者委員各１名）が労使双方の意見を聴き、助言を行い、話し合いにより解決できるようお手伝いする制度です。あっせん・調整・仲裁という３つの制度ですが、最も良く使われるのが「あっせん」です。 労働組合・労働者の権利を守るため、労働組合法は使用者に不当労働行為を禁止しています。労働組合・労働者から不当労働行為の救済が申し立てられたときは、労働委員会が調査・審問により事実を認定し、不当労働行為にあたるかどうかを判定します。不当労働行為があると判定した場合は、救済命令を発します。 個々の労働者（正社員、パート社員、派遣社員など）と使用者との間で紛争が生じ、自主的に解決することが困難な場合、労働争議の調整と同様に、「あっせん員」３人（公益委員、労働者委員、使用者委員各１名）が労使双方の話し合いによる解決をお手伝いする制度です。　労働問題の専門家で経験豊富な労働委員（公益委員（弁護士など）、労働者委員（労働組合役員など）、使用者委員（企業経営者など））３名が、公正中立な立場で相談に応じます。　労働相談会は、原則毎月第２木曜日　１５時～１６時に、奈良県労働委員会あっせん相談室（奈良総合庁舎内）で行います。　相談時間は、お一人約３０分で、事前予約制ですので、相談日前日の１６時３０分までに労働委員会事務局　（０７４２－２０－４４３１）までお電話ください。

2 ページ



電話 利用時間０７４２－２７－２３０２ 火～土曜日９：３０～１７：００　（１２：３０～１３：３０を除く）（休館日、祝日、年末年始を除く）※託児（１歳から就学前まで）は予約制で、こども一人一回につき５００円が必要です。
電話 利用時間
－ 毎月第２、第４金曜日（祝日を除く）１０：００～１６：００－ 毎月第２月曜日（祝日の場合第３月曜日）９：００～１２：００－ 毎月第３水曜日(祝日の場合翌日木曜日)９：００～１２：００－ 毎月第２火曜日（祝日を除く）９：００～１２：００－ 毎月第３木曜日（祝日を除く）９：３０～１２：３０－国の施設－ 電話番号０７４２－３２－０２０２

働く女性相談窓口（女性センター）　奈良県女性センターでは、専門の女性アドバイザーが仕事と家庭の両立、働き方、再就職、キャリアアップ等、女性が働くことをめぐる様々な相談（託児有※）に応じます。面接相談は予約制。名称 所在地奈良市東向南町６［近鉄奈良駅より徒歩５分］
子育て女性就職相談窓口　奈良県健康福祉部こども・女性局女性活躍推進課では、子育て中の女性で就職を希望される方を対象に、就職相談、求人情報の提供などを行っています。名称 所在地 月～土曜日（祝日・年末年始を除く）９：００～１７：００子育て女性就職相談窓口 奈良市西木辻町９３－６（エルトピア奈良２階） ０７４２－２４－１１５０

働く女性支援　相談コ－ナ－

橿原市内膳町１－６－８（かしはらナビプラザ４階）桜井市大字粟殿１０００－１（保健福祉センター「陽だまり」２階）

労働局名称 所在地
王寺町久度２－２－１－５０１（りーべる王寺東館５階）

出張相談 生駒市元町１－６－１２（コミュニティーセンター２階）香芝市本町１３９７（香芝市役所会議室棟）

奈良労働局　総合労働相談コ－ナ－ 奈良市法蓮町３８７奈良第３地方合同庁舎２階
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◆労働局雇用環境・均等室（問い合わせ：０７４２－３２－０２１０）
名称 電話番号 管轄区域奈良 ０７４２－２３－０４３５ 奈良市/大和郡山市/天理市/生駒市/生駒郡/山辺郡葛城 ０７４５－５２－５８９１ 大和高田市/橿原市/御所市/香芝市/葛城市/北葛城郡/高市郡桜井 ０７４４－４２－６９０１ 桜井市/宇陀市/磯城郡/宇陀郡/吉野郡のうち東吉野村大淀 ０７４７－５２－０２６１ 五條市/吉野郡（東吉野村を除く）◆総合労働相談コ－ナ－（各労働基準監督署内にあります。）

－その他－
●労働審判制度

電話０７４２－３３－１５０００７４４－２４－７８３０

　労働局雇用環境・均等室では、職場における男女の均等取扱い、妊娠・出産等に関する不利益取扱い、セクシュアルハラスメントの防止、母性健康管理に関すること、育児・介護休業に関すること、パートタイム労働法に関することについての相談に応じています。労働基準監督署所在地奈良市高畑町５５２大和高田市大中３９３桜井市粟殿１０１２吉野郡大淀町下渕３６４－１

奈良市二条大路南１－３－１　　　イトーヨーカドー奈良店５F

　総合労働相談コ－ナ－では、解雇・労働条件等など職場で生じた個別の労使間のトラブルについての相談・情報提供を行っています。　また、労働局長の助言・指導や紛争調整委員会によるあっせんも行っています。労働審判制度（奈良地方裁判所）お問い合わせ 所在地奈良地方裁判所　０７４２－２６－１２７１（代表） 奈良県奈良市登大路町３５

ライフサポートセンタ－南和 橿原市大久保町４５７－１　　　大松ビル５Ｆ

労働審判制度は、解雇・配転・賃金未払いなどの事業主と個別の労働者間の労働関係トラブルについて、３回以内の期日で、裁判官である労働審判官１名、労働関係に関する専門的な知識を有する労働審判員２名（労使各１名）で組織する労働審判委員会が行う手続きです。
ライフサポートセンター雇用や労働条件などの労働相談をはじめ高齢者介護、生活相談といった、暮らしや福祉など幅広い問題について、多様な分野のエキスパートの協力を得ながら、ワンストップで対応しています。名称 所在地ライフサポートセンタ－奈良
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２就職・求人についての相談 　　　　

電話 利用時間０７４２－２３－５７３０ ９：００～１７：００ならジョブカフェは１０：００～１８：００月～土曜日（祝・休日・年末年始は除く）０７４５－２４－２０１０ ９：００～１７：００月～土曜日（祝・休日・年末年始は除く）０７４２－２３－５７２９０７４５－２４－２００７ ９：００～１７：００月～金曜日（祝・休日・年末年始は除く）◆ならジョブカフェ（奈良しごとｉセンター内）
◆奈良県無料職業紹介所（奈良しごとｉセンター内及び高田しごとiセンター内の２箇所に設置）

利用時間８：３０～１７：００月～金曜日（祝日・年末年始は除く）８：３０～１７：００月～金曜日（祝日・年末年始は除く）大和高田地域就職支援センタ－（ワークサロン大和高田）　０７４５－４１－８６０９ 大和高田市幸町２－３３（奈良産業会館３階）

地域就職支援センター地域就職支援センターでは、・求人検索パソコンやインターネットパソコンの閲覧・専門相談員による相談、ハローワークの紹介状の交付・履歴書・職務経歴書の作成支援や自己分析、職務経歴の棚卸しのサポート・就職支援セミナーの開催などの情報提供などを行っています。お問い合わせ 所在地奈良県地域就職支援センタ－　０７４２－２５－３７０８ 奈良市西木辻町９３－６（エルトピア奈良１階）

高田しごとｉセンターしごと相談内職相談 大和高田市幸町２－３３（奈良県産業会館３階）奈良県無料職業紹介所 奈良市西木辻町９３－６奈良しごとｉセンター内大和高田市幸町２－３３高田しごとiセンター内　就職活動をしているおおむね３５歳未満（４０代前半までの不安定就労者を含む）の若者や学生にキャリアカウンセリングやセミナーなどの就業支援を行っています。（高田しごとｉセンターでも相談できます。）　なお、各種イベントやセミナー等の案内をホームページで提供しています。　（http://www.pref.nara.jp/23545.htm)　奈良で就職を希望する方、奈良県内企業で中核人材をお探しの企業、双方に、しごとマッチングアドバイザーがきめ細かい面談のうえ、お互いのニーズに合った職業紹介を行います。

奈良県しごとiセンター 仕事を探す方のための総合就業相談窓口として、就業に関する相談に応じ、インターネットによる情報検索、しごと相談ダイヤルによる就業全般にわたる相談・情報提供、内職の紹介を行っています。　現在、奈良及び高田しごとiセンター内に無料職業紹介所を開設し、奈良県内で働きたい方に県内企業の求人をあっせんしています。 なお、各種イベントやセミナー等の案内をホームページで提供しています。　（http://www.pref.nara.jp/11833.htm)名称 所在地奈良しごとｉセンターしごと相談内職相談ならジョブカフェ 奈良市西木辻町９３－６（エルトピア奈良1階）
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利用時間月～土曜日　９：００～１７：００（日・祝日・年末年始は除く）
電話０７４２－３６－１６０１０７４２－３２－１８１１０７４５－５２－５８０１０７４４－４５－０１１２０７４７－５２－３８６７０７４３－５２－４３５５

・マザーズコーナー（ハローワーク奈良内）・マザーズコーナー（ハローワーク大和高田内）・マザーズコーナー（ハローワーク桜井内） お問い合わせ：０７４４－４５－０１１２
電話番号０７４３－７３－１１０５０７４４－２５－８０１００７４７－２６－０１０３五條市ふるさとハローワーク 五條市本町１丁目１－１（五條市役所内）

名称 所在地生駒市ふるさとハローワーク 生駒市元町１丁目６－１２　生駒セイセイビル３階橿原市ふるさとハローワーク 橿原市八木町１－７－３６（橿原市役所北館２Ｆ）

◆マザーズコーナー　子育てをしながらお仕事を探す方をサポートします。キッズコ－ナ－もありますので、お子様連れでもご利用いただけます。（保育士はおりません。） お問い合わせ：０７４２－３６－８６１４お問い合わせ：０７４５－５２－５８０１
ハローワークの付属施設職業相談・職業紹介等を行っています。求人検索パソコンを設置しております。

桜　　　井 桜井市外山２８５－４－５下　　　市 吉野郡下市町下市２７７２－１大和郡山 大和郡山市観音寺町１６８－１
奈　　　良 奈良市法蓮町３８７奈良分庁舎（求人企画部門） 奈良市法蓮町１６３－１（新大宮愛正寺ビル１Ｆ）大和高田 大和高田市池田５７４－６

スマイルセンター　ＴＥＬ：０７４２－２４－７６２４　ﾒｰﾙ相談：　　smile-center@tree.odn.ne.jp 奈良市西木辻町９３－６（エルトピア奈良内）ハローワーク（公共職業安定所）　ハローワークでは、①仕事を探している方には、職業相談・紹介②人材を求めている企業には、求人の受理・紹介及び各種助成金の支給や管内の労働市場等に関する情報の提供③失業中の方には、雇用保険法に基づく失業給付の支給・能力開発等の支援等の業務を行っています。名称 所在地

母子家庭等就業・自立支援センター（スマイルセンター）　スマイルセンターでは、ひとり親家庭等の皆さんの就労とそれに伴う悩みや困りごとを一緒に考え、力になれるよう、「就業相談」、「求人情報の提供」、「セミナー・講習会」を実施しています。「就業支援バンク制度」にご登録いただくことにより、きめ細かなサポートをしています。お問い合わせ 所在地
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０７４５－４１－８６０１０７４３－８８－８６０９
－中高年齢者・障害者の就業に関する相談等－

電話０７４５－５４－６８０００７４２－５０－４００４０７４５－５２－０１１５０７４３－５２－８３０００７４３－６２－７０５００７４４－２６－２５６００７４４－４２－１２０４０７４７－２２－５５４１０７４５－６３－２１１９０７４３－７１－３３０００７４５－７９－６６０１０７４５－４８－５００３０７４５－８２－８２０００７４５－４５－１６６６０７４５－３４－２００８　０７４５－７５－０８８４　０７４３－５７－５２６１０７４４－３４－２０５４０７４５－９６－２１３３安堵町 生駒郡安堵町東安堵１８３６－１０磯城郡 磯城郡田原本町阪手３４８－１曽爾村 宇陀郡曽爾村塩井９９１－１
平群町 生駒郡平群町吉新１－１－２０三郷町 生駒郡三郷町勢野東２－１２－７０斑鳩町 生駒郡斑鳩町小吉田２－２－２４
香芝市 香芝市下田西２－１－２２葛城市 葛城市加守８３３宇陀市 宇陀市榛原下井足８２５
五條市 五條市野原西６－１－１８御所市 御所市７７４－１生駒市 生駒市北田原町２４７６－８
天理市 天理市丹波市町２５６－１橿原市 橿原市小房町１１－１桜井市  桜井市粟殿４３２－１
奈良市 奈良市八条１－７９０－１大和高田市 大和高田市池田４１８－１（総合福祉会館）大和郡山市 大和郡山市満願寺町６０－１

シルバー人材センター　シルバー人材センター所在市町村に居住する６０歳以上で、「みんなと協力してお互いの経験や能力を生かしてできる、臨時的かつ短期的及びその他軽易な仕事があればやってみたい」と考える健康な人であればどなたでも入会できます。名称 所在地奈良県 北葛城郡広陵町馬見南１－５－２３

（公財）産業雇用安定センター　産業構造の変化による労働力の移動をスムーズに行えるよう、企業間の出向・移籍を支援しています。お問い合わせ 所在地（公財）産業雇用安定センター奈良事務所　　０７４２－２４－２０１５ 奈良市大宮町１－１－１５　ニッセイ奈良駅前ビル４階

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構　奈良高齢・障害者雇用支援センター　奈良高齢・障害者雇用支援センターでは、高年齢者等及び障害者の雇用に関する相談・援助、給付金・助成金の支給申請の受付、障害者雇用納付金制度に基づく申告・申請の受付、啓発等の業務を実施しています。 お問い合わせ 所在地奈良高齢・障害者雇用支援センター　０７４２－３０－２２４５ 奈良市三条本町９－２１　ＪＲ奈良伝宝ビル６階

まっち☆ジョブ王寺～ハローワーク～ 北葛城郡王寺町久度２丁目２－１  りーべる王寺東館５階（王寺町地域交流センター内）天理市しごとセンター 天理市川原城町６０５　天理市役所地下１階
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０７４５－９５－３７３３０７４４－５４－５５７００７４５－７９－２６５６０７４５－７２－１０１８０７４５－５５－８２６５０７４５－５８－３５１５０７４４－５２－５５０１０７４７－５４－５５２２０７４７－５２－５３５３０７４６－３２－３８０００７４６－５２－０３０００７４７－６３－９１１２

－若年者の職業的自立支援－
若者サポートステーション　０７４２－２２－５１２１ 奈良市登大路町３８－１　奈良県中小企業会館２階若者サポートステーションやまと　０７４４－４４－２０５５ 桜井市桜井１２５９　エルト桜井２階

(公財)介護労働安定センター　奈良支所　　０７４２－３５－２７０１ 奈良市大宮町４－２６６－１　三和大宮ビル２階
地域若者サポートステーション　ニート等無業状態にある若者やその保護者などに対して職業的自立に向けた支援を行っています。臨床心理士によるカウンセリングを受けることもできます。お問い合わせ 所在地

奈良障害者職業センター　０７４２－３４－５３３５ 奈良市四条大路４丁目２－４(公財)介護労働安定センター　介護労働者の雇用管理の改善・能力の開発・向上、その他の福祉の増進を図るため、介護事業者を含む介護分野全般に対する支援事業を実施しています。お問い合わせ 所在地

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構　奈良障害者職業センター　障害のある方々に対してハローワークと協力して職業相談や職業能力評価、就職前後の支援等を行い、事業主の方々へは障害のある方の受け入れについての相談や助言・支援などを行っています。お問い合わせ 所在地
吉野町 吉野郡吉野町楢井５８３川上村 吉野郡川上村迫１３３５－１７天川村 吉野郡天川村南日裏２００番地
高取町 高市郡高取町観覚寺９９０－１大淀町 吉野郡大淀町桧垣本２４９４下市町 吉野郡下市町下市１７２８－４
王寺町 北葛城郡王寺町久度３－１－１０広陵町 北葛城郡広陵町南郷６４７河合町 北葛城郡河合町池部1－１－２
御杖村 宇陀郡御杖村菅野１５８１明日香村 高市郡明日香村大字立部７４５番地（明日香村健康福祉センター内）上牧町 北葛城郡上牧町上牧３２４５－１
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　　日時：月曜日～金曜日（土、日、祝、年末年始を除く）　　８：３０～１７：００（予約制）所在地 電話大和高田市池田574-6 ０７４５－５２－５８０１（部門コード４３＃）　　　日時：毎週１日（土、日、祝、年末年始を除く）　　１１：００～、１２：００～、１３：００～（予約制）　＊開催日については、下記へお問い合わせください。所在地 電話 橿原市四条町840 ０７４４－２２－３０５１（代）
所在地 電話橿原市四条町840 ０７４４－２２－３０５１（代）奈良市平松1-30-1 ０７４２－４６－６００１（代）天理市三島町200 ０７４３－６３－５６１１（代）生駒市乙田町1248-1 ０７４３－７７－０８８０（代）奈良市東紀寺町1-50-1０７４２－２４－１２５１（代）

天理よろづ相談所病院　がん相談支援センター近畿大学医学部奈良病院　がん相談支援センター市立奈良病院　がん相談支援センター

お問い合わせ奈良県立医科大学附属病院　がん相談支援センター奈良県総合医療センター　がん相談支援センター

お問い合わせ奈良県立医科大学附属病院　がん相談支援センター がん患者に対する就労相談　がん診療連携拠点病院のがん相談支援センターでは、がん患者に対しての社会保険労務士による就労相談を実施しています。（要予約）。開催日等は各がん相談支援センターへお問い合わせください

◆ハローワーク大和高田　長期療養者職業相談窓口お問い合わせハローワーク大和高田　専門相談部門◆出張相談（相談場所：奈良県立医科大学附属病院）

長期療養者等に対する就職相談　ハローワーク大和高田では、がん・肝炎・糖尿病などの疾病により長期にわたる治療を受けながら就職を希望される方に対する支援を行うため、「長期療養者職業相談窓口」を開設しています（予約制）。　また、がん診療連携拠点病院である奈良県立医科大学附属病院と連携して、病院内での出張相談を行っています。
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３　職業に必要な知識・技能を身につける　職業能力を身に付けるための職業能力開発施設です。
　職業能力を身に付けるための職業能力開発施設です。

訓練科 所在地 電話木造建築科 橿原市小綱町９－８ ０７４４－２２－５１１５屋根施工科 天理市遠田町45-11 ０７４３－６７－２１６６調理技師科、調理科 奈良市西木辻町191-2 ０７４２－６３－１８６６美容科 橿原市曽我町915-1 ０７４４－２２－１６３０ガラス施工科 大和高田市旭北町8-35 ０７４５－５３－４６６９販売科他 天理市櫟本町2613-1 ０７４３－６５－４８０３溶接科他 奈良市法蓮町163-1 ０７４２－３６－２０４０医療品販売科 御所市西寺田５０ ０７４５－６６－０３８４機械運転科他 大和郡山市額田部北町９８１－６ ０７４３－２３－１２００建設車両運転科 奈良市法蓮町163-1 ０７４２－３６－２０４０造園科 奈良市東紀寺町2-8-8 ０７４２－２４－４１２８一般事務科 奈良市登大路町38-1 ０７４２－２４－４１２７自動車車体整備科 磯城郡田原本町為川北方1-3 ０７４４３－２－８５５５鉄骨科 橿原市十市町1037 ０７４４－２５－７５１９自動車運転科 大和郡山市井戸野町385 ０７４３－５３－１３８１建設業労働安全衛生科 奈良市高天町5-1 ０７４２－２２－３３４５

ティー・エム配置広域高等職業訓練校※
奈良調理短期大学校

奈良県職業能力開発協会奈良県自動車車体整備 高等職業訓練校建設業労働災害防止協会  奈良県支部
奈良県緑化土木協同組合

お問い合わせ
奈良県美容職業訓練校シャープ(株)人材開発センター※
奈良県瓦葺高等職業訓練校奈良県板ガラス高等職業訓練校(公社)奈良県労働基準協会
(公社)建設荷役車両安全技術協会奈良県支部

奈良建築高等職業訓練校※
認定職業訓練施設

お問い合わせ奈良職業能力開発促進センター（ポリテクセンター奈良）　０７４４－２２－５２２６
所在地奈良県立高等技術専門校　０７４５－４４－０５６５ 磯城郡三宅町石見４４０

陸上貨物運送事業　労働災害防止協会奈良県支部

　事業主団体等が職業に必要な能力を開発・向上させるために労働者に対して行う職業訓練のうち、訓練基準に従って行うものは、県知事の認定を受けることができます。

公共職業能力開発施設
奈良職業能力開発促進センター（ポリテクセンター奈良）

お問い合わせ
所在地橿原市城殿町４３３

奈良交通（株）研修センター奈良県鉄構建設業協同組合※
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造園科 奈良市三条大路1-1-87 ０７４２－３４－５６８８塗装科 天理市東井戸堂町412-10 ０７４３－６３－６８００機械運転科他 橿原市内膳町2-4-12 ０７４４－２３－２２７０造園科 奈良市右京3-1-1 ０７４２－７２－４１１１美容科 大和高田市磯野新町1-3 ０７４５－２５－００２５美容科 奈良市西木辻町134-4 ０７４２－２１－８５７２美容科 桜井市粟殿647-2 ０７４４－４３－５５０４

◆職業能力開発サービスセンター（奈良県職業開発協会内）
（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構

ビューティアートスクール
奈良県造園建設高等職業訓練校※

所在地

所在地
　専門の相談員・コンサルタントが企業における従業員の能力開発についてのプランづくりのアドバイスや各種情報提供サービスを無料で行っています。

ウェルズ・ビューティーアカデミージャパントレーニングスクール※

橿原市城殿町４３３

職業能力開発協会

ポリテクセンター奈良　　０７４４－２２－５２２４お問い合わせ　高齢者・障害者・求職者・事業主等に対し、雇用に関するさまざまな相談・援助を行い、良好な雇用の場の創出を支援しています。また、職業能力開発及び向上に関する業務を実施して労働者のキャリア形成や離転職者の再就職についての支援をしています。

青垣環境デザイン高等職業訓練校※

奈良市登大路町３８－１奈良県中小企業会館２Ｆ
　職業能力の開発に関する相談、指導、援助や技能検定に関する業務及びビジネス・キャリア検定を行っています。

※については、平成29年10月1日現在休止中
奈良県職業能力開発協会　０７４２－２４－４１２７

奈良県建築塗装高等職業訓練校特定非営利活動法人労働安全推進協会

お問い合わせ
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４　産業保健の相談
＜サービスの概要＞

名称北和葛城桜井
＜サービスの概要＞●労働者の健康管理(メンタルヘルスを含む)に係る相談●健康診断結果についての医師からの意見聴取●長時間労働者・高ストレス者に対する医師による面接指導●個別訪問による産業保健指導の実施

大和高田市大中106-2（高田経済会館内） ０７４５－２３－２４３１桜井市粟殿1000番地の1桜井市保健福祉センター陽だまり　桜井地区医師会内 ０７４４－４３－８７６６南和 吉野郡吉野町上市１３３吉野町中央公民館内 ０７４６－３４－２３５３五條市野原西6丁目1-18保健福祉センターカルム五條2階 ０７４７－２５－３０５９

●図書・測定機器の貸し出し 地域産業保健センター労働者数５０人未満の事業所を対象に、事業者や労働者に対して医師・保健師などが健康相談や産業保健サービスを無料で提供します。所在地 電　　話奈良市柏木町519-7 ０７４２－３３－５２３５

●産業保健関係者に対する専門的研修等の開催●産業保健関係者からの専門的相談対応●メンタルヘルス対策の普及促進のための個別訪問支援●治療と職業生活の両立支援サービス●事業主・労働者に対する啓発セミナーの開催●産業保健に関する情報提供・広報啓発

　奈良産業保健総合支援センター産業保健相談、保健指導等の産業保健サービスを専門スタッフから無料で受けることが出来ます。(提供されるサービスの内容・相談日等についてはあらかじめ電話等によりご確認下さい。）お問い合わせ 所在地奈良産業保健総合支援センター　　０７４２－２５－３１００ 奈良市大宮町１丁目１－３２　奈良交通第３ビル３階
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５勤労者福祉に関する制度等
電話０７４２－３６－２１０００７４５－５３－２２１１０７４４－４５－０１２３０７４３－５３－８５８１

◆特定業種退職金共済制度建設業退職金共済事業本部奈良県支部　０７４２－２２－３３４５ 奈良市高天町５－１　　　奈良県建設会館内清酒製造業退職金共済事業本部奈良県支部　０７４５－５１－３３８８ 奈良県大和高田市幸町２－３３　　　産業会館２階林業退職金共済事業本部奈良県支部　０７４２－２６－０５４１ 奈良市内侍原町６－１　　　奈良県林業会館内

お問い合わせ 所在地中退共大阪コ－ナ－　０６－６５３６－１８５１ 大阪市西区阿波座１－７－１３　商工中金阿波座ビル７階建設業、清酒製造業、林業で働く方を対象にした退職金制度です。お問い合わせ 所在地

お問い合わせ 所在地全労済奈良県本部　　０７４２－２３－６０３１ 奈良市西木辻町200-47　　中小企業退職金共済制度　中退共制度は、中小企業退職金共済法に基づき、単独で退職金制度を設けることが困難な中小企業の方の相互共済と国の援助で、大企業と同じような退職金を支払うことができるようにする制度です。この制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部（中退共）が運営しています。

桜井支店 桜井市桜井１２２７－４大和郡山支店 大和郡山市南郡山町５５４－１  NTT大和郡山ﾋﾞﾙ１F全労済　全労済（全国労働者共済生活協同組合連合会）とは、消費生活協同組合法（生協法）に基づき、厚生労働省の認可を受けて設立された共済事業を行う協同組合です。　全労済は、生命の危険や住宅災害、交通事故など私たちの生活を脅かす様々な危険に対し、組合員相互の助け合いを保険のしくみを使った共済事業を行っています。
高田支店 大和高田市西町１－５５

近畿労働金庫　近畿労働金庫は、労働者の団体が行う福祉共済活動の健全な発展を促進し、労働者の生活の向上を図るために設立された、労働者のための金融機関です。名称 所在地奈良支店 奈良市大宮町３－４－２９  大宮西田ビル１F
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電話０７４２－２６－６９０００７４５－２２－６６３１
電話０７４５－５５－５７５５
電話０７４５－２２－６０４５

市町村名 所在地 電話奈良市 奈良市三条本町１３－１奈良市保健所・教育総合センター  ０７４２－３４－３３０５大和高田市 大和高田市池田418-1　　大和高田市総合福祉会館1階 ０７４５－２３－１００６大和郡山市 大和郡山市高田町９２－１６　　市民交流会館２階 ０７４３－５３－１２１３天理市  天理市川原城町６０５　　 ０７４３－６３－１００１橿原市 橿原市内膳町１－６－８　　橿原市観光交流センター３階 ０７４４－４７－２３３０桜井市 桜井市粟殿１０００番地の１桜井市保健福祉センター「陽だまり」 ０７４４－４７－４５００五條市 五條市本町１－３－１８　　五條市児童館 ０７４７－２２－２２２８生駒市 生駒市元町１－６－１２生駒セイセイビル３階　子育て支援総合センター ０７４３－７３－５５５２香芝市  香芝市逢坂１－３７４－１　　 ０７４５－７９－７５２２葛城市 葛城市北花内３４１　　葛城市子育て支援センター内 ０７４５－６９－５２４１宇陀市 宇陀市榛原下井足１７－３ ０７４５－８２－２２３６宇陀市ファミリー・サポート・センター

名称奈良市ファミリー・サポート・センター大和高田市子育てサポートクラブ大和郡山市こどもサポートセンター
桜井市ファミリー・サポート・センター
葛城市ファミリー・サポート・クラブ
生駒市ファミリー・サポート・センター

広陵町「働く婦人の家」 北葛城郡広陵町大字笠１６８

香芝市地域子育てサポートクラブ

所在地大和高田市勤労青少年ホーム 大和高田市野口２０－１ファミリーサポートセンター　ファミリー・サポート・センターは、子どもを一時的に預かってもらいたいときや、保育施設等への送迎をお願いしたいときなど、子育ての援助を受けたい人（依頼会員）と援助を行いたい人（提供会員）が会員となり、地域において、育児について相互に助け合う会員組織です。
勤労青少年ホーム　勤労青少年ホームは、働く青少年が健全な余暇活動を行う施設として、県内では大和高田市に設置されており、その地域に居住または就労している勤労青少年のために、各種講座・講習会を開催したり、スポーツ・趣味・文化等のグループ活動のための場を設けています。名称

天理市地域子育てサポートクラブ橿原市ファミリー・サポート・センター五條市ファミリー・サポート・クラブ

中和労働会館（エルトピア中和） 大和高田市西町１－６０働く婦人の家　「働く婦人の家」は、その地域に居住している、またはその地域で働いている女性労働者の教養及び文化の向上、福祉の増進を図るため、県内では広陵町に設置されています。名称 所在地

労働会館　労働者の文化の向上、福利の増進、労使関係の円滑化を図るために、県内２箇所に設置しており、会議、集会等の会場として、どなたでも低料金で利用できます。名称 所在地奈良労働会館（エルトピア奈良） 奈良市西木辻町９３－６
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川西町 磯城郡川西町唐院１２２　　川西町ふれあいセンター ０７４５－４３－２５７５明日香村 明日香村大字立部７４５番地 ０７４４－５４－５５５０ファミサポ明日香川西町子育て支援センター
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奈良県では、ろうきんと提携し、勤労者の方への低金利融資を実施しています。
対象者 ◆下記の要件を全て満たす方・育児または介護休業を取得中（取得することが確定している場合も含む）　ただし、休業期間が1ヶ月以上あること・県内在住または在勤・現在の住所に1年以上居住・現在の勤務先に1年以上勤務資金使途 休業中の生活費貸付限度額 ◆育児：　１００万円（育児休業の残月数×10万円）◆介護：　　 60万円（介護休業の残月数×20万円）貸付利率 １．６％（保証料は別途必要）貸付期間 ５年以内（据え置き期間１年以内）主な書類 育児休業証明書または介護休業証明書・印鑑証明書・住民票・公的所得証明書　等担保・保証 （社）日本労働者信用基金協会の保証をご利用いただきます。
対象者 ◆中小企業（※１）に勤務する方で、下記の要件を全て満たす方・県内在住または在勤・現在の住所に1年以上居住・現在の勤務先に1年以上勤務◆離職中で下記の要件を全て満たす方・雇用保険受給中・県内在住・現在の住所に1年以上居住・離職までの勤務先に1年以上勤務資金使途 教育費（※２）・医療費（※３）教育費（※２）・医療費（※３）教育費（※２）・医療費（※３）教育費（※２）・医療費（※３）貸付限度額 １００万円貸付利率 １．６％（保証料は別途必要）貸付期間 ５年以内（据え置き期間６ヶ月以内）主な書類 中小企業に勤務する方：印鑑証明書・本人を確認できる書類・公的所得証明書　等離職中の方：‥雇用保険受給資格者証・印鑑証明書・本人を確認できる書類　等担保・保証 （社）日本労働者信用基金協会の保証をご利用いただきます。ただし、離職中の方は連帯保証人１名が必要です。

＜取扱窓口＞近畿労働金庫県内各支店へ（Ｐ１２）※３　医療費については、家族の入院・外来等治療費又は本人の高額歯科治療費が対象です。

（２）生活支援資金融資制度（２）生活支援資金融資制度（２）生活支援資金融資制度（２）生活支援資金融資制度

奈良県勤労者生活支援資金融資制度（こまどりローン）（１）育児・介護休業生活資金融資（１）育児・介護休業生活資金融資（１）育児・介護休業生活資金融資（１）育児・介護休業生活資金融資

※１　中小企業とは、常時雇用従業員数が、製造業その他３００人以下、卸売業１００人以下、小売業５０人以下、      サービス業１００人以下の企業をいう。※２　教育費については、本人又は家族が教育施設に入学・在学するための教育資金が対象です。
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勤労者財産形成促進制度
（１）財形貯蓄制度（１）財形貯蓄制度（１）財形貯蓄制度（１）財形貯蓄制度
　勤労者財産形成促進制度（財形制度）は、昭和４６年に制定された勤労者財産形成促進法（財形法）に基づいて創設され、勤労者の貯蓄や持家といった財産づくりのための努力に対して、国や事業主が援助、協力するもので、福利厚生の一環として、勤労者の財産形成を支援し、優秀な人材確保・定着に貢献する制度です。　なお、財形制度を勤労者がご利用いただくためには、事業主が会社に財形制度を導入することが必要です。　主な制度は次のとおりです。　勤労者が財形貯蓄取扱機関と契約を結び、定期的に賃金からの控除（給与天引）により、事業主を通じて積み立てていく貯蓄制度で、貯蓄目的を問わない「一般財形貯蓄」、年金として支払いを受けることを目的とする「財形年金貯蓄」、マイホームの資金づくりを目的とする「財形住宅貯蓄」とがあります。　財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄は、あわせて残高５５０万円までの利子等に税金がかかりません。　財形給付金制度は、事業主が財形貯蓄をしている勤労者に毎年定期的に金銭を拠出することにより、財形基金制度は事業主と財形貯蓄を有する勤労者が設立して事業主から拠出を受けた金銭を運用し、その元利合計額を支給することにより、勤労者の財産づくりを援助促進する制度です。　どちらも、国の税制上の優遇措置があります。　国と事業主が協力して、勤労者の財産の主要な柱である持家の取得を促進しようとする融資制度で、住宅を建設、購入又は改良するための資金を事業主・事業主団体及び福利厚生会社を通じて融資する転貸融資と、勤労者に直接融資する直接融資があります。
（２）財形給付金制度・基金制度（２）財形給付金制度・基金制度（２）財形給付金制度・基金制度（２）財形給付金制度・基金制度
（３）財形持家融資制度（３）財形持家融資制度（３）財形持家融資制度（３）財形持家融資制度
※お問い合わせは、（独）勤労者退職金共済機構　勤労者財産形成事業本部まで。　　TEL：03-6731-2935　　URL : http://www.zaikei.taisyokukin.go.jp
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